
１ 編 共 通 事 項



１．適用事項

図面、各工事特記仕様書及び文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）に、

文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）によると特記された場合又は記載されて

いる場合に適用する。

２．共通事項

図、形状及び構造の一例を示すもので、形状及び構造の多少の違いは差し支えな(1)
い。また、補強方法、部品の形状等の詳細については拘束しない。

表に示す材厚は、加工前の標準厚さとし、表の値以上とする。(2)
表等の寸法は、ねじの頭等の局部的な突起物を含まない設計寸法で、特に特記の(3)
ない限り単位はｍｍとする。

寸法が範囲をしめしている場合は、その寸法範囲内であればよい。(4)
寸法を記入していない箇所は、寸法について特に拘束しない。(5)
断面積、材質、成形法等で２以上記載されている場合は、そのいずれでもよい。(6)
施工方法は、標準的な例を示すもので、これにより難い場合は、設計図書、施工(7)
図又は施工計画書に基づいて施工する。

材質記号は公共建築設備工事標準図（統一基準 （電気設備工事編 「材質記号」(8) ） ）

による。



２ 編 防 爆・気 密 構 造 設 備
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